
１ 下記 の文 章を読 み、設 問に 答えな さい。【 】

議 院 内 閣 制 は 、 内 閣 が 議 会 の 信 任 に 基 づ い て 存 立 し 、 内 閣 は 議 会 に 対 し

。 、（ ）て 連帯責 任を負 う制 度であ る 議院 内閣 制の母 国イギ リスで は Ａ

の ① 多 数 党の 党 首が 首 相 に選 ば れ るこ と にな っ て おり 、 内 閣は （ Ａ ） に

対し て 連 帯責 任 を負 う 。 （ Ａ ） が 内閣 の 不信 任 を 決議 し た場 合 は 、内 閣

は ② 総 辞 職 す る か （ Ａ ） を （ Ｂ ） し て 国 民 に 信 を 問 う た め に、

（ ） 。 、 （ ）Ｃ を 実施 する ま た イギ リス の上院 は世襲 貴族 ･ Ｄ

貴 族 ･僧 侶 な どで 構 成さ れ て おり 、 定 数は 不 定で あ る 。一 方 、下 院 は ③小 選

挙 区 制の 下 、 普通 選 挙に よ っ て６ ４ ６ 名選 出 され 、 任 期は （ Ｅ ）年 で

あ る。

ア メ リ カ で は 大 統 領 制 を 採 用 し て お り 、 大 統 領 は 行 政 府 の 長 で あ る と 同

時 に国 家 （ Ｆ ） で あ る。 大 統 領制 は 厳格 な 三 権分 立 であ る の で、 大

統領 は 議 会 への 出 席 権を 持 たな い 。 その た め、 そ れ に代 る もの と し て大 統

領 に は議 会 へ の（ Ｇ ） 送 付権 、 ④法 律 案に 対す る （ Ｈ ）

など が 与 え られ て い る。 一 方、 連 邦 議会 は 、 ⑤ 上 院 ・下 院 の二 院 か ら成 り

、 、 （ ）立 ってお り 上 院は 各州２ 名の代 表で構 成さ れ 議 員の任 期は Ｉ

年で あ る 。 下院 は 各州 よ り 人口 比 例 で選 出 され た ４ ３５ 名 の議 員 で 構成 さ

れ 、任期 は（ Ｊ ）年 である 。

（ ） （ ） 。 、（ ）問 １ Ａ ～ Ｊ の空 欄に適 当な語 句・ 数字を 入れな さい ただし Ａ

に は、下 院以 外の語 句を入 れるこ と。

問 ２ 現 在のイ ギリ スの多 数党と 首相名 を答 えよ。

問 ３ 下 線 部 ② に つ い て 、 イ ギ リ ス で 初 め て 総 辞 職 し た 内 閣 を 下 記 か ら 選

び なさい 。

ア、ア スキ ス イ 、チャ ーチ ル ウ 、ウォ ルポ ール

問 ４ 下 線 部 ③ に 関 連 し 、 自 己 の 政 党 に 有 利 に な る よ う 選 挙 区 割 り を す る

こ とを何 とい うか答 えよ。

問 ５ １ ９ １ １ 年 、 イ ギ リ ス で 下 院 が 上 院 に 優 越 す る 原 則 を 定 め た 法 律 名



を 答えよ 。

問６ イ ギ リス の 野 党は ､次 の 政 権 担 当に 備 えて い る が、 野 党が 組 織 して い

る 内閣を 一般 に何と いうか 答えよ 。

問 ７ 下 線 部 ④ に つ い て （ Ｈ ） が 行 使 さ れ た 場 合 、 議 会 が 法 律 を 成 立 さ、

せる ための 要件 を３０ 字以内 で説 明しな さい。

問 ８ 下 線部⑤ につ いて、 上院が 下院に 優越 する例 を一つ 答え よ。

問 ９ ２ ０ ０ ８ 年 ７ 月 に 洞 爺 湖 町 で サ ミ ッ ト が 開 催 さ れ た 。 サ ミ ッ ト に 関

す る下記 の質 問に答 えなさ い。

（ １）サ ミット の日 本語訳 を答え よ。

（２ ） サ ミッ ト に関 す る 下記 の ア ～ウ の 説明 文 で 、誤 っ てい る も のを 選

び なさい 。

ア、 第 一回 サ ミ ット は 、１ ９ ７ ５年 、 不 況克 服 と貿 易 摩 擦解 消 のた

め、西 側先 進国首 脳がラ ンブ イエに 集まっ て協 議した 。

イ、 現 在、 参 加 国は フ ラン ス ・ アメ リ カ ・イ ギ リス ・ ド イツ ・ 日本

イ タ リ ア・ カ ナ ダ・ ロ シ アの ８ か国 と 国 連代 表 とし て 事 務総 長

も参加 して いる。

ウ 、 サ ミ ッ トは 、 フ ラン ス 大 統領 ジ スカ ー ル デス タ ンの 提 唱 で始 ま

った。

【 ２】下 記の文 章を読 み、 設問に 答えな さい 。

国 会 は ①国 権 の 最高 機 関で あ り 、国 の ②唯 一 の 立法 機 関で あ る ので 、

そ の構 成 員 であ る 国会 議 員 には 、 三 つの 特 権が 与 え られ て いる 。 そ のな か

の 一つ は 、 国会 議 員は 院 内 での 発 言 ・討 論 ・表 決 に つい て 、院 外 で 責任 を

問 わ れな い と いう 免 責 特権 で ある 。 た だし 、 院内 の （ Ａ ） 委 員 会に よ

り （ Ａ ） に 付 さ れ る こ と は あ る （ Ａ ） の 種 類 と し て は 、 ③ 除 名 ・ 登 院、 。

停 止・ 戒 告 ・ 陳 謝 など が あ る。 そ の 他の 特 権と し て 、不 逮 捕特 権 と 歳費 特

権が ある。

国会 は 衆 議院 ・ 参議 院 の 二院 で 構 成さ れ てお り 、 法律 案 ・予 算 案 など の



議 案が 成 立 す る た めに は 、 両院 で 可 決さ れ るこ と が 必要 で ある 。 可 決の 要

件 とし て 、 各 議 院 の総 議 員 の（ Ｂ ） 以 上の 出 席 で議 事 を開 き 、 出席 議

員 の （ Ｃ ） の 賛 成 の あ る こ と が 必 要 で あ る 。 し か し 、 参 議 院 の 可 決

が なく て も 法 律 ・ 予算 が 成 立す る こ とが あ る。 つ ま り、 ④ 衆議 院 が 参議 院

に 優越 す る 場 合 が いく つ か ある 。 例 えば 、 ⑤参 議 院 が衆 議 院の 可 決 した 予

算 を受 け 取 っ た 後 、国 会 休 会中 の 期 間を 除 いて （ Ｄ ） 日以 内 に 議決 し

な い と き は 、 衆 議 院 の 議 決 が 国 会 の 議 決 と な る 。 こ の よ う に 、 わ が 国 の

二 院制 は 、 参 議 院 は権 限 に おい て 完 全に 対 等で は な く、 衆 議院 が 参 議院 に

優越 すると いう二 院制 を採用 してい る。

問１ 文中 の（Ａ ）～ （Ｄ） に適当 な語 句・数 字を入 れな さい。

問２ 国会 議員の 不逮 捕特権 に関し 、正 しいも のを選 びな さい。

ア 、会期 前に逮 捕さ れた議 員は、 必ず 釈放し なけれ ばな らない 。

イ 、会期 中であ って も、院 外での 現行 犯の場 合は逮 捕さ れる。

ウ、 会 期 中は 、 院外 で の 現行 犯 で 逮捕 さ れる 場 合 を除 い て、 逮 捕 され る

こと はない 。

問３ 下線 部①に 関す る説明 として 、正 しいも のを選 びな さい。

ア 、 国 会 は 国 民 の 意 思 が 反 映 さ れ て い る の で 、 他 の 国 家 機 関 よ り 上 位

にあり 、他 の機関 に対し て指揮 命令 するこ とがで きる 。

イ、 国会は 主権 者であ る国民 に次い で高 い地位 にある 。

ウ 、 内 閣 総 理 大 臣 は 国 会 で 指 名 さ れ る の で 、 内 閣 は 国 会 に 従 属 し て い

る。

問４ 下線 部②の 憲法 上の例 外を一 つ答 えよ。

問５ 下線 部③の 除名 の要件 を３０ 字以 内で説 明しな さい 。

問６ 下線 部④に 関連 し、誤 ってい るも のを選 びなさ い。

ア 、 憲 法 改 正 に お い て 、 衆 議 院 が 優 越 す る こ と は な く 、 両 院 は 対 等 で

ある。



イ 、 参 議 院 が 、 衆 議 院 の 可 決 し た 法 律 案 を 受 け 取 っ た 後 、 国 会 休 会 中

の 期 間 を 除 い て ６ ０ 日 以 内 に 議 決 し な い と き は 、 衆 議 院 は 、 参 議

院がそ の法 律案を 否決し たもの とみ なさな ければ なら ない。

ウ 、 条 約 締 結 承 認 の 衆 議 院 の 優 越 に つ い て は 、 予 算 と 異 な る と こ ろ が

ある。

エ 、 予 算 に つ い て 、 参 議 院 が 衆 議 院 と 異 な っ た 議 決 を し た と き は 、 必

ず両院 協議 会を開 かなけ ればな らな い。

問７ 下線部 ⑤の ような 予算の 成立を 何と いうか 答えよ 。

【 ３ 】 下記 の 文 章 の （ Ａ） ～ （ Ｄ） に 適 切な 語 句を 入 れ 、設 問 に答 え な さい 。

国家 は 裁 判に よ り国 民 の 権利 や 自 由を 保 障し 、 法 秩序 を 維持 す る 。こ の

作 用を 司 法 と い う 。裁 判 を 公正 で 民 主的 に 行う た め には 、 裁判 が 裁 判所 の

み で行 わ れ る と と もに 、 ① 他の 一 切 の政 治 権力 か ら 干渉 や 圧迫 を 受 けな い

で 独立 し て 行 わ れ るこ と が 必要 で あ る。 憲 法第 ７ ６ 条で は 、す べ て 司法 権

は ②最 高 裁 判 所 お よび 法 律 で定 め る とこ ろ によ り 設 置す る （ Ａ ）裁 判

、 。所に 属する こと ③特 別裁 判所は 設置で きない ことな どが 定めら れてい る

また 、 裁 判 の 公 正を 保 つ ため に は 、裁 判 官の 身 分 も保 障 され て い なけ れ

ば な ら な い 。 裁 判 官 が 罷 免 さ れ る の は （ Ｂ ） の 故 障 の た め 職 務 を、

執 る こ と が で き な い と 裁 判 で 決 定 さ れ た と き と ④ 国 会 議 員 で 組 織 さ れ る

（ Ｃ ） 裁判 所 の裁 判に よ る場 合、 そし て、 最高 裁判 所の 裁判 官に つ

いて は 、そ れら 以 外に （ Ｄ ） によ り罷 免さ れる 場合 があ る。

ま た 、 裁 判の 公 正を 担 保 する た め には 、 国民 の 監 視が 重 要な 役 割 を果 た

、 、 。すこ とから 裁 判は 公開を 原則と し 誰で も裁判 を傍聴 する ことが できる

、 、 、裁判 の傍聴 は 国民 の司法 参加の ひとつ と考 えられ るが ２ ００４ 年には

、 。より 積極的 な国民 の司 法参加 の形態 とし て 裁 判員制 度の 導入が 決まっ た

そ の他 、 国 民の 司 法参 加 と して 、 刑 事事 件 の不 起 訴 処分 に つい て 不 服の 場

、 （ ） 。合 国民か ら選出 され た Ｅ に審 査請求 できる 制度 も存在 してい る

問 １ 下 線 部 ① に 関 連 し 、 １ ８ ９ １ 年 に 起 こ っ た 事 件 で 、 内 閣 が 大 審 院

の 裁判に 干渉し た事 件名を 答えよ 。



問 ２ 下 線 部② に 関し 、 最 高裁 判 所 の長 官 以外 の 裁 判官 を 任命 す る 機関 は

どこ か答え よ。

問 ３ 下 線 部③ に 関し 、 明 治憲 法 下 で設 置 され て い た特 別 裁判 所 を 一つ 答

えよ 。

問 ４ 下 線 部④ に 関し 、 こ の裁 判 所 へ裁 判 官の 罷 免 を求 め る国 会 議 員で 組

織さ れる委 員会 名を答 えよ。

問５ 裁判 の公開 の原 則に関 し、正 しい ものを 選びな さい 。

ア、 判決は 公開 法廷で 行うこ とが原 則で あり、 これに 例外 はない 。

イ 、 政 治 犯 罪 の 対 審 は 非 公 開 に で き る が 、 判 決 は 公 開 法 廷 で 行 わ な け

ればな らな い。

ウ 、 公 の 秩 序 又 は 善 良 の 風 俗 を 害 す る お そ れ の あ る 事 件 に つ い て は

対審・ 判決 とも非 公開に できる 。

問 ６ ２ ０ ０９ 年 度に 実 施 され る こ とに な って い る 裁判 員 制度 に つ いて

誤っ ている もの を選び なさい 。

ア、 裁判員 の選 任資格 は、日 本国民 で年 齢２０ 歳以上 の者 である 。

イ 、 裁 判 員 の 参 加 す る 裁 判 の 構 成 は 、 通 常 は 裁 判 官 ３ 名 と 裁 判 員 ６ 名

の計９ 名で ある 。

ウ 、 裁 判 員 制 度 の 対 象 と な る 重 大 な 事 件 と は 、 死 刑 に 該 当 す る 罪 の 事

件だけ であ る。

エ 、 裁 判 員 と 裁 判 官 の 権 限 は 対 等 で あ り 、 合 議 で 有 罪 ・ 無 罪 の 判 決 及

び量刑 を行 う。

【 ４ 】 下 記 の 文 章 の （Ａ ） ～ （Ｄ ） に 適切 な 語句 を 語 群か ら 選び 記 号 で答 え

なさい 。また 、設 問にも 答えな さい 。

近 代 初 期 の 資 本 主 義 社 会 で は ､失 業 ・ 疾 病 ・ 老 齢 ・ 貧 困 な ど の 生 活 不 安

の 解決 は 個 人 の 責 任で あ り 、国 家 が 責任 を 持つ べ き では な いと 考 え られ て

い た。 し か し 、 資 本主 義 経 済の 発 展 につ れ て、 貧 富 の差 は ます ま す 拡大 す



る よう に な り 、 １ ９世 紀 後 半か ら 資 本主 義 国で は 、 貧困 の 原因 を 排 除す る

政 策を う ち 出 す よ うに な っ た。 社 会 保障 制 度は 、 １ ８８ ０ 年代 の ド イツ に

お いて 、 社 会 保険 の 形 で実 施 され た 。 宰相 （ Ａ ）は 、 富国 強 兵 と社 会

主 義運 動 鎮 圧の 政 策的 配 慮 から 、 疾 病・ 老 齢な ど に 対す る 社会 保 険 制度 を

あい ついで 実施し た。 彼の政 策は（ Ｂ ）の 政策と 呼ば れた。

アメ リ カ で は 、 世界 恐 慌 後、 ロ ー ズヴ ェ ルト 大 統 領の と き、 ニ ュ ーデ ィ

ー ル政 策 の 一 環と し て 、老 齢 年金 ・ 失 業保 険 を中 心 と する （ Ｃ ）が 制

定 され た 。

イギ リ ス では 、 １９ ４ ２ 年 、 チ ャ ーチ ル 政権 下 で （ Ｄ ） 報 告が 出

さ れ、 こ の 報告 に 基づ い て 「ゆ り か ごか ら 墓場 ま で 」と い う一 生 涯 にわ た

る社 会保障 制度が 整っ ていく ことに なる 。

日本 で 社 会保 障 制度 が 整 備さ れ た のは 、 第二 次 世 界大 戦 後で あ る 。日 本

の 社会 保 障 制 度 は 、① 社 会 保険 ・ 公 的扶 助 ・社 会 福 祉・ 公 衆衛 生 の 四つ の

柱 から 成 り 立 っ て いる 。 社 会保 険 は 、疾 病 ・老 齢 ・ 失業 な どの 事 由 が発 生

、 。 、した とき 一定 の基 準に基 づく給 付を行 う制 度であ る この 社会保 険には

医 療・ 雇 用 ・ 労 災 ・年 金 ・ 介護 保 険 の５ 種 類が あ り 、国 民 は、 あ ら かじ め

保 険料 を 支 払 っ て おく こ と が給 付 の 条件 と され る 。 ②公 的 扶助 と は 、生 活

に 困窮 し 生 活 が 困 難で あ る 者は 、 国 から ８ 種類 の 扶 助を 受 ける こ と がで き

る 制度 で あ る 。 ③ 社会 福 祉 とは 、 社 会的 弱 者の 人 々 に対 し て、 必 要 な施 設

を 作っ た り サ ー ビ スを 提 供 する こ と によ り 、彼 ら の 自立 を 支援 す る 活動 で

ある 。公衆 衛生と は、 保健所 が行う 疾病 予防が 中心で ある 。

語 群

ア 、社会 福祉 法 イ、 社会保 障法 ウ 、メッ テル ニヒ

エ 、ビス マル ク オ、 ベヴァ リッ ジ カ 、アメ とム チ

キ 、エリ ザベ ス ク、 フィラ デル フィア ケ、 救貧

問１ 下線 部①に 関し 、下記 の質問 に答 えなさ い。

ア 、 昨 年４ 月 、老 人 保 健制 度 が 廃止 さ れ、 ７ ５ 歳以 上 が対 象 と なる 医

療 保 険 が 新設 さ れ 話題 と な った 。 それ は 何 とい う 制度 か 答 えよ 。

イ 、 １ ９８ ５ 年の 法 改 正に よ り 、す べ ての 国 民 が加 入 する こ と が義 務



づ け ら れ ､す べ て の 国 民 に 年 金 を 支 給 し 、 そ れ に 厚 生 年 金 ・ 共 済

年 金 な ど の報 酬 比 例部 分 を 上積 み する 一 本 化し た 制度 を 何 とい う

か 答えよ 。

問 ２ 下 線 部② に 関し 、 生 活困 窮 者 に対 し てな さ れ る社 会 保障 の 最 低基 準

を英 語で何 とい うか答 えよ。

問 ３ 下 線 部③ に 関し 、 高 齢者 や 障 害者 が 社会 生 活 を営 む うえ で の 物理 的

精神 的障壁 をな くして いこう とす る社会 を何と いう か答え よ。

問４ 日本 の年金 保険 の財源 調達方 式を 何とい うか。

問５ 文 中 の介 護 保険 の 保 険料 は 何 歳以 上 の国 民 が 支払 う こと に な って い

るか 。

【 ５】 下記の 文章を 読み 、設問 に答え なさ い。

資本 主 義 経済 の もと で 、 ①生 産 者 も消 費 者も 多 数 存在 し 、そ れ ぞ れが 価

格 に影 響 を 及 ぼ すこ と の でき な い （ Ａ ） 市場 の も とで は 、生 産 者 も消 費

者 も価 格 の 動向 に よっ て 、 供給 量 や 消費 量 を決 定 す る。 そ れで は 、 どの よ

う にそ れ ら は決 定 され る の であ ろ う か。 下 記の 需 要 ・供 給 曲線 の グ ラフ を

使っ て考え てみよ う。

価格 が 均 衡価 格 Ｐ１ か ら Ｐ２ に 上 昇し た 時は 、 ② 消費 者 は買 い 控 えす る

た め （ Ｂ ） の （ Ｃ ） 過 剰 が 生 じ 、 価 格 は 下 落 し 、 均 衡 価 格 に 近 づ い、

て いく 。 他 方 、 価 格が Ｐ １ から Ｐ ３ に下 降 した 時 は 、生 産 者は 供 給 量を 減

ら す の で （ Ｄ ） の （ Ｅ ） 不 足 が 生 じ 、 価 格 は 上 昇 し 、 均 衡 価 格 に 近、

づ いて い く 。 こ の よう に 需 要と 供 給 のバ ラ ンス に よ り価 格 は決 定 さ れる と

同 時に 、 価 格 の 変 動に よ っ て需 要 と 供給 が 調整 さ れ てい く ので あ る 。こ れ

を価 格の（ Ｆ ） とい う。

、 、 （ ）と ころで いま 技術 の進歩 によっ て生 産性が 高まっ た場 合 価 格は Ｇ

し 、 取 引 量は （ Ｈ ） す る 。ま た 、 所得 の 向上 に よ って 需 要の 拡 大 が生 ず

ると （ Ｉ ） 曲線は （Ｊ） にシフ トし （ Ｋ ）曲 線が 変化し なけれ ば、、 、

価格 は（ Ｌ ）す る。



縦軸 は価格 横軸 は数 量を表 す

問１ 文中 の（Ａ ）と （Ｆ） にあて はま る語句 を答え よ。

問 ２ 文 中 の （ Ｂ （ Ｃ （ Ｄ （ Ｅ （ Ｇ （ Ｈ （ Ｉ （ Ｊ （ Ｋ （ Ｌ ）） ） ） ） ） ） ） ） ）

に下 記の語 群か ら適当 なもの を選 び、記 号で答 えよ 。

（同じ もの を何回 使用し てもよ い ）。

語 群

ア、Ｑ １－ Ｑ３ イ 、Ｑ２ －Ｑ ３ ウ 、Ｑ１ －Ｑ ４

エ、Ｑ ３－ Ｑ４ オ 、Ｑ２ －Ｑ ５ カ、 供給 キ、 需要

ク、上 昇 ケ、下 落 コ 、増加 サ 、減少 シ、 右 ス 、左

問３ 文中 の（Ｆ ）の ことを アダム ・ス ミスは 何と呼 んだ か答え よ。

問４ 下 線 部① に 関連 し 、 生産 者 の なか で 重要 な 役 割を 果 たす の は 会社 で

ある 。会社 に関 する下 記の質 問に 答えな さい。

ア 、 ２ ０ ０ ６ 年 、 新 会 社 法 が 施 行 さ れ た が 、 こ れ に よ り 設 立 が で き な

くなっ た会 社は何 か答え よ。

イ、 株式会 社の 最高意 志決定 機関は 何と いう機 関か答 えよ 。

ウ 、 最 近 、 様 々 な 商 品 の 偽 装 問 題 が 後 を 絶 た な い 。 こ れ に 対 し て 、 法

令 遵 守 と い う こ と ば が よ く 使 わ れ る が 、 こ れ を 英 語 で 何 と い う か

答えよ 。

問 ５ 下 線 部② に 関連 し 、 個人 の 消 費行 動 が、 企 業 の宣 伝 ・広 告 ・ 時代 の

流 行 を 受 け るこ と を アメ リ カ の経 済 学者 ガ ル ブレ イ スは 何 と 表現 し

たか 。
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